
区　分

※令和７年中の総所得金額等－基礎控除 (４３万円)

※加入者１人につき

※１世帯につき

※１世帯につき

所得割

均等割
(※１)

平等割

上限額

国　保　税

医 療 分 後 期 高 齢 者
支 援 金 分

介護納付金分
(40～64歳)

子ども・子育て支援

納付金分 (18～74歳)

８．５％

２６，４００円

２０，０００円

６７万円

３．０％

８，４００円

８，０００円

２６万円

２．４％

９，０００円

７，０００円

１７万円

０．２６％

１，８００円 (※２)

３万円

国
保
の
お
知
ら
せ

国
保
の
お
知
ら
せ

国
保
の
お
知
ら
せ

● 後期高齢者支援金分を全被保険者に、介護納付金分は４０歳以上６５歳未満の方に、子ども・

　 子育て支援納付金分は１８歳以上７５歳未満の方に、国保税として負担していただいています。

● 所得により、均等割・平等割の７割、５割、２割を軽減する制度があります。

● 災害や生活困窮などで国保税の納付が困難な場合、申請により減免されることがあります。

(※１) 未就学児にかかる均等割額は、２分の１を減額します。

(※２) 均等割額１，７００円 + １８歳以上均等割額１００円を合算しています。なお、１８歳未満の方については全額軽減されます。

税

率

等

内

訳

　国保税の詳細については、納税通知書に同封するお知らせ文書をご覧ください。

　国保税は、国保を支える財源です。加入者の皆さんには、ご負担をおかけすることに

なりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
市
民
保
険
課

保
険
係　

☎
０
８
８
７
・
53
・
３
１
１
５

国保税の納税通知書は、７月中旬に発送します。

　会社の倒産や解雇、雇用期間満了など非自発的な理由で

失業した６５歳未満の方（雇用保険の特定受給資格者また

は特定理由離職者）の国保税は、失業した翌日からその翌

年度末までの期間、申請により国保税が軽減されます。

【手続に必要なもの】

　雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

非自発的失業者にかかる
国保税の軽減について

　出産する被保険者について、出産（予定）日が属する月

の前月から４カ月間の国保税が免除されます。申請は、出

産予定日の６カ月前より可能です。

※ 対象となる出産とは、妊娠８５日以上の分娩のことを言い、

　 死産・流産・人工中絶・早産も含みます。

産前産後の
国保税免除制度について

　入院または外来診療を受ける場合、医療機関で電子的確

認を受けるか、限度額適用・標準負担額減額認定証または

限度額適用認定証を窓口で提示することで、医療機関ごと

の医療費の支払いが、自己負担限度額までとなります（保

険適用外分は除く）。自己負担限度額と食事代（標準負担

額）は所得区分によって異なります。認定証の有効期限は

毎年７月３１日までとなり、毎年更新の手続が必要です

（マイナ保険証を利用すると手続不要）。

入院・外来診療時における
医療費の限度額適用制度について

・令和８年８月から使用する新しい「国民健康保険資格確認書」を、７月下旬に世帯主宛に郵送します。

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方には「資格情報のお知らせ」を郵送します。医療機関などは、

　マイナ保険証で受診してください。

・現在お持ちの証は７月３１日で有効期限が切れます。８月以降に、細かく破るなどして確実に処分してください。

令和８年度国民健康保険資格確認書が発送されます

　｢就職して健康保険ができた｣ ｢家族の健康保険の扶養に

入った｣ など、他の健康保険に加入しているのに国民健康

保険の新しい資格確認書が届いた場合、国保脱退の届出が

必要です。

　国保の資格確認書、新しくできた資格確認書、届出者の

本人確認ができるもの（運転免許証など）をお持ちのうえ、

市民保険課保険係、または香北・物部支所市民生活係で手

続をしてください。

※ 資格確認書には、資格情報のお知らせを含みます。

他の健康保険に
加入していませんか？
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わ
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。
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０
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１２Kami
２０２６年７月号

　保険料は、日本年金機構から送られる納

付書で、金融機関や郵便局、コンビニで納

めてください。そのほか、口座振替やクレ

ジットカード、納付書記載のバーコードを

スマートフォンで読み取る電子（キャッシ

ュレス）決済での納付も可能です。

　国民年金保険料を未納のまま放置すると

督促状が送付されます。督促状に指定され

た期限までに納付がない場合、延滞金が課

されます。納付義務者 (※) の財産が差し押

さえられることもありますので、早めの納

付をお願いします。

　また、保険料を納め忘れている状態で、

障害や死亡といった不慮の事態が発生する

と、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けら

れなくなる場合がありますので、ご注意く

ださい。

※ 納付義務者とは、被保険者本人、連帯して納付する

　 義務を負う配偶者および世帯主のことです。

納付期限を守りましょう

保険料免除制度があります

　経済的な理由などで保険料の納付が困難

な場合には、全額免除または一部を免除す

ることができる保険料免除制度があります。

今年度の免除等の申請は、７月１日から受

付開始で、市民保険課、香北・物部支所で

受け付けています。(免除対象期間：令和８年

７月分～令和９年６月分)

　また、申請月の２年１カ月前の月分まで

さかのぼって免除申請をすることができま

す。経済的な理由で保険料を納付すること

が困難になっていたものの、申請を忘れて

いたために未納期間が残っているなど、該

当する可能性のある方は、市民保険課また

は南国年金事務所までご相談ください。

令和８年度の国民年金保険料は

月額１７, ９２０円です

【問い合わせ先】

南国年金事務所  ☎０８８－８６４－１１１１

市民保険課 保険係  ☎０８８７－５３－３１１５

年度 国民年金保険料は

香
美
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事
業

　

保
護
者
の
方
が
、
疾
病
等
の

社
会
的
な
事
由
で
、
家
庭
で
の

児
童
の
養
育
が
一
時
的
に
困
難

と
な
っ
た
場
合
な
ど
に
、
お
子

さ
ん
を
児
童
養
護
施
設
等
で
一

定
期
間
お
預
か
り
す
る
「
子
育

て
支
援
短
期
利
用
（
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
）
事
業
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

【
対
象
】

市
内
在
住
の
児
童
を
養
育
す
る

保
護
者
が
、
疾
病
や
出
産
、
看

護
、
事
故
、
災
害
な
ど
で
、
児

童
を
一
時
的
に
家
庭
で
養
育
で

き
な
い
場
合
な
ど
。

※

詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
祉
事
務
所

に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
利
用
期
間
】

原
則
７
日
間
以
内

【
利
用
料
金
】

※
一
人
あ
た
り
の
日
額

◆
２
歳
未
満
児

・
生
活
保
護
世
帯

０
円

・
市
民
税
非
課
税
世
帯

１
１
０
０
円

・
そ
の
他
の
世
帯

５
３
５
０
円

◆
２
歳
以
上
児

・
生
活
保
護
世
帯

０
円

・
市
民
税
非
課
税
世
帯

１
０
０
０
円

・
そ
の
他
の
世
帯

２
７
５
０
円

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み
先
】

福
祉
事
務
所

社
会
福
祉
係

☎
53
・
３
１
１
７


